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頻回受診者の状況 



【頻回受診の改善の状況】 

 医療扶助による外来患者であって、同一傷病について、同一月内に同一診療科を１５日以上受診している月が３ヶ月以上続
いている者のうち、主治医・嘱託医が必要以上の受診と認めた者 

適正化の対応 

頻回受診の可能性のある者
の把握 毎月レセプトを確認し、頻回受診者にかかる台帳を作成 

主治医訪問・嘱託医協議 主治医や嘱託医に協議し、頻回受診と認められるか否かを判断 

指導の実施 頻回受診と判断された者について、訪問により指導を実施 

改善状況の確認 指導の翌月、医療機関へ改善状況を確認。 

改善されていない場合には、引き続き指導を実施 

【平成28年度からの取組】 
 ・ 改革工程表を受け、福祉事務所等において、頻回受診適正化計画を策定して適正受診指導を推進 

【平成29年度における取組】 
 ・ 受診指導の対象者の範囲を順次拡大しつつ、外部評価を取り入れたＰＤＣＡサイクルを実施することについて予算に計上 

＜対象者の範囲＞ 

  同一傷病で、同一月内に同一診療科を15日以上受診する一定の者（初診月である場合や短期的・集中的に治療を行った者等を除く。）にまで拡大 

＜対象者拡大の段階的実施＞  

  まずは、補助事業上の対象者を拡大（将来的には全ての福祉事務所で対象者を拡大することを想定） 

頻回受診の適正化について 

  平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

受診状況把握対象者数（同一疾病で月15日以上の通院が３か月以上継続している者数）（Ａ） １８，９６９人 １６，５２６人 １５，４６２人 １３，５４８人 

適正受診指導対象者数（Ｂ） ４，１４６人 ４，０１２人 ３．８０９人 ３，０２０人 

改善者数（適正な受診日数に改善された者数）（Ｃ） １，７４９人 １，８４４人 １，７４９人 １，３６５人 

改善者数割合（Ｃ／Ｂ） ４７．０１％ ４５．９６％ ４５．９２％ ４５．２０％ 

頻回受診の指導対象者 
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定期報告後に改善した者や 

医師が通院を必要と認めた者等  

326人 (11%) 指導後改善した者 

1365人 (45%) 

定期報告の時点では 

指導していなかった者  

352人 (12%) 

サンプル抽出 

されなかった者 

499人 (16%) 

現在精神科通院なく、 

認知機能に課題なし 

269人 (9%) 

精神科通院中 

109人 (4%) 

現在精神科通院 

していないものの、 

認知機能に課題あり 

100人 (3%) 

認知機能に課題のある 
100人の課題別内訳 
・症状の訴え、不安が著しい 
・意思疎通困難 
・認知症 
・知的障害 
・脳卒中の既往歴あり  等 

整形外科 

313人 

(66%) 

内科 

85人 (18%) 

複数の診療科 

29人 (6%) 

外科 

16人 (3%) 

耳鼻科 

9人 (2%) 

その他 

26人 (5%) 

10代 

1人 

30代 

5人 

40代 

29人

（6%） 

 50代  

70人 

(15%) 

60代 

137人 

(29%) 

70代 

164人 

(34%) 

80代 

66人

（14%） 90代 

6人 

頻回受診者への適正受診指導における未改善者の状況 

【調査対象】 
 平成27年度における頻回受診者に対する適正受診指導では適正受診指導対象者(3,020人)となったが、福祉事務所の指導を受けて改善した
者等以外の者を対象に詳細調査を行った。調査の時点において、頻回受診が改善していたり、医師が通院を必要と認めた者などを除いた478人の未
改善者に関して、詳細調査の回答を得た。    ※調査対象者数が多かった地方自治体においては、サンプル抽出を行った。 

【調査内容】 
 調査対象者に関し、年齢、受療診療科、精神疾患の有無等、対象者の状況について福祉事務所が記載した。 

調 査 結 果 の ポ イ ン ト 

適正受診指導対象者(3,020人)の内訳 

今回の詳細調査の 
回答が得られた478人 

詳細調査の回答が得られた478人の年齢構成 

詳細調査の回答が得られた478人の受療診療科 

2 


